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I はじめに

昭和45年に本県母子保健事業推進の反省として， 72市

町村の母子保健事業の実態調査l)を，健診事業を中心に

実施した．その結果，各市町村の状況は，極めてまちま

ちであり，行政と地域の具体的活動の間に細かい意志統

ーの必要を痛惑した．

そこで， 1町をモデル地区（神岡町）に選定し，母子

保健管理システムの確立を目標に，住民ニードを受け入

れつつ 3カ年を経過して，モデル町としての健康診断（

相談），保健指導体制のアウトラインは一応確立された

が，行政としての健診ならびに保健指導のあり方の問題

点2)• 3)が出された．

また，モデル町，県内市町村の比較において，両者の

効果的な方法の相互導入をいかに展開していくべきかと

いうこと，そして，健診内容向上を目的にすでに行政ル

ートにおいて利用をすすめている健康相談票，アンケー

ト用紙など，いかに活用されているかなどの反省も大切

なことである．

以上の問題解決のあしがかりとして，県内69市町村（

昭和46年以降）の昭和5俎F母子保健実態調査を健診事業

を中心に行なった．調査にあたっては一部45年との関連

をもたせ， 5カ年の変貌のスピードを知ることにも意を

そそいだ．

I 市町村母子保健事業実態調査

A．調査方法

別紙， A.母子衛生の概要

B.健診事業実施状況

c.母子衛生事業アンケート

を，あらかじめ県内13保健所69市町村 (9市， 47町， 13

村）に郵送し調査の趣旨．内容の理解につとめ， 3プロ

＊秋田県衛生科学研究所

ックに分けて保健所ならびに市町村担当者の参集を依頼

し，その場で説明を行ないながら記入するとともに，市

町村に持ちかえって不侃iな点を確認し，管轄保健所を通

し，さらに補足をして収拾した．なお調査は， 50年 7月

~11月にわたって行なっている．

B.調査成績

l. 母子衛生事業の概要

a.実施状況（表 1)

市町村でとりあげている事業の中で実施率を45年調

査と比較してみると， 100%(69市町村100として）の

事業は，母子健康手帳交付，妊婦他康診査票交付，妊

婦健康診在，乳児健診， 3オ児健康診査，フェニール

ケトン尿検脊， 先股脱検在，離乳食指導， 妊産婦訪

間，低体重・未熟児訪問等10事項で， 45年調査の如く

70％以上実施事業としてみると，さらに，台帳作成，

妊産婦栄養強化，健康相談票利用，中毒症訪問，新生

児訪問指導，家族計画指導の 6項目が加わる．また，

45年凋査項目にないものの中ではアンケート併用（

100%), 乳幼児未受診者訪問 (91.3%), 異常者継

続管理（75.4%)等3項目が追加される． 45年調査の

100％実施事業は， 3オ児健診のみであり， 70％以上

の事業としては，ほかに母子健康手帳交付，妊婦健康

診査票交付，妊婦健康診査，乳児健診，相談票利用，

妊産婦訪問，低体重児訪問等 7項目にすぎなかったこ

とからみると，全県的にそのとり組みほ充実してきた

と思われる．
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表1． 母子衛生事業の概要（50年， 45年比較）

文ロ-・ 年 50 年 45 年----| (69市町村） （72市町村）

事： ＼＼］置塁］：町見翫皇虚嘉）

母子健康手帳交付 I
台帳作成 1

健
妊婦受診漂交付 I

診

付
妊産婦栄養強化j

帯
出生・退院連絡 I

事乳児栄旋支給 I
務妊 娠中毒症連絡 I

県讐詞付 1妊婦 I
医療給付 1 幼児

691100 

561 81.21 

691100 1 

661 95.7, 

31 4.3 

29/ 42.oJ 

41 5.8, 24j 33.3 

01 I 叶 5.6

141 20.31 131 18.1 

医療
妊婦健康診査虚） 69 100 1 55 76.4 

健 1妊婦集団健診 1(2)個塁I40.6| 38 52.8 

産後 健診 161 23. 11 181 25.0 

診 1乳児健康診査| 691100 I 。641 88.9 

1 オ児健診 I 尋36.21 。61 8.3 

事 I2 オ児健診| 371 53.61 ° 91 12.5 

3 オ児健診| 691100 I nl 100 

業 I4 オ児健診¥ 61 8.7| 。31 4.2 

5 オ児健診| 31 4.31 31 4.2 

歯科健診(3オ以外） 1 25I 36.21 41 5.6 

峰ニールケトン尿| 691100 I 12I 16. 7 

健先股脱検査 l69| loo |。 27| 37.5 
吟・

必くる 病健診| 2I 2.91 41 5.6 

付
離乳食指導| 691100 I 481 66. 7 

帯
健康相談票利用 I 681 98.61 701 97.2 

事

項アン ケート併用 l69| loo |¥¥、I

3オ児精神発達検査| 28¥ 40.61 I 

妊産婦訪問指導| 691100 I 541 75.0 

訪中 毒症訪閏指導 l叫88.41 451 62.5 

問新生児訪閲指導| 601 87.01 441 61. 1 

事低 体菫訪問指導 l69 10o | 51| 70.8 

業 乳幼児未受診者訪問 1 63| 91.31¥¥¥| 

異常者継続管理 l521 ?s.41----------...__1 

2
 ．
 

7
 ，
 

701-451-『
『

-391-10-111

62.5 

76.4 

54.2 

13.9 

15.3 

婚 前学 級 I 5| 7.21 。41 5.6 

衛
新 婚学 級 I 61 8.71 。31 4.2 

生
母 親学 級 I 361 52.2] 。22| 30.6 

教 家族計両指導 l621 89.91 ° 61 8.3 

育
云目 児教 室 I 111 15.9 10[ 13.9 

． 
幼 児教 室［ 151 21.7¥'-¥、1

相
身障児相談 I 40 58.0| 191 26.4 

奎11火

乳 児相談 30 43.5| 。181 25.0 

妊 婦相 談‘‘¥ 0 7 9.7 

〇印45年度実施状況から

その他は事業概要から

b.実施主体について（表2・図J.a.b.c.d)

本調査の実施主体は，次のように定めた．すなわ

ち，

市町村主体：市町村が，自から予算と計画をもって実

施する楊合をいい，単に保健所から技術援助（主に保

健婦，栄養士の協力）を受けた場合も入る．

共催：保健所と市町村が予算と計画を共同で分担して

実施する場合． （ただし，市町村が予算を全面的に受

持つ時は，実施主体を市町村とした）

保健所主体：保健所が（県）予算と計画をもって実施

する場合をいい，単に市町村から保健婦，助産婦等の

協力を受けた場合も入る．

健診全事業を総括してみると，市町村主体48.2%,

共催32.0%, 保健所主体19.8％である．妊婦健康診在

は，本県の場合，全市町村が，委託区療機関方式（一

般健診2回，粕密健診 l回）となっている．しかし，

そのほかに28市町村（以下市町村略）， （40.6%)が

主体で集団健診を実施していることは注目したい．法

的な力の弱い事業や身近に話合いの必要な事項，例え

ば衛生教育，産後健診， 3オ児以外の幼児健診，家族

計両指導，妊娠中毒症訪問指導，未受診者訪問など

は，数は少ないが，市町村独自の計両で行なわれてい

ることが知られる．また，市町村と，医療機関との連

けいのみられるものとして，町村が直接妊娠中毒症連

絡票をうけているところが 4, 出生，退院の連絡をう

けているが 3で，この対象は公立医療機関 5' 嘱託医

I, 町健康センター 1である．

乳児健診は，これまで，保健所が主体となり，移動

クリニック形式で市町村と共同で行なわれてきていた

が，今回の調在で明らかに市町村主体が 5(7.2%), 

共催もしくは，市町村独自で追加事業として行なって

いるところが49(71.0%), 保健所主体が15(21:?%) 

- 104-



となっている．なお，乳児相談は30(43.5%)の市町

村で行なわれ， 20は全く市町村独自である．

3オ児健康診査は，保健所主体が40(58.0%),共

同29(42.0%)で，このうち明らかに両者で業務分担

形式となっているところが 1となっている．

表2. 実施主体（健診，訪問，衛生教育）

＼万麟翡数開翡1市町村共

事項＼＼、----村数主体

衛I新 婚 学

保 健 所
催

主 体

；一婦健診 |28128(40.6)1。 1。
産後健 診 I 161合帽．a)I 3 (4.3)1。

健 乳 児健診 |6911c7.d 49(71.0)l 1sc21. 7) 

1オ児健診 I25I合(29.d s (7.2)1 。
壱¢ 2 オ児健診 |371合(50.d 2 (2.9)1。

3オ児健診 |691。 i 29(42.0)140(58.0) 

4オ児 健診 I 61→ （7．2)11(1.4)1。
事 5オ児 健診 I 叫1 (4.3)1。 I。
弓3]島tI 251 25(36.2)1 o I。

業＊＊
計 |2781134(48.2)189(32.0)155(19.8) 小

＊県の委託医療機関方式は， 69市町村で実施して

いるがそれ以外の集団又は個別健診

付 股関節検査 |691 8(11.6)147(68.1)1 14(20.3) 

帯＜る病健診 I 2i 2 (2.9)1。 I。
事 離乳食 指 導 |69117(24.6)141(59.4)111(15.9) 

業 ＊＊ 
計 1140127(19.3)188(62.9)1 25(17.9) 小

妊産婦訪問指導 I69125(36.2)1 14(20.3)1 30(43.5) 

訪1中毒症訪問指導 l61| 37(53.6)| 13(l8.8]j ll(l5.9) 

問I新生児訪問指導 60| 18(26.l)| 24(34.8)1 18(26.1) 

犀体重児訪問鞄| 69116(23.2)1 44(63.8)1 9(13.0) 

事I星習児未受診者| 63| a(88.4)| 2 (2.9)1 。
業I異常者継続管理| 521 39(56.5)113(18.8)1 。

＊＊ 
小 計 |3741196(52.4)1110(29.4)168(18.2) 

婚前学級I 吋 4(5.8)¥ 1 (1.4)1 0 

級 I 61 6 (8.7)1。 1。
級| 36| 29(42.o)| 6(8.7)I 1 (l.4) 

教1畔計画指導| 62| 56(81.2)| 4 (5.8)| 2 (2.9) 

育ー育児教室 Ill| 7(10.1)1: (5.8)1。

・幼児教室 1sr;z1;.1)¥ 7(10.1)/ 1 (1.4) 

相身障児相談 1 40| l (l.4)l 39(56叶。
談l乳児相談1▲讐¥29(42.o)¥ l (1.42¥。

＊＊ 
小 計|205I139(67.8)| 62(30.2)| 4 (2.o) 

＊＊＊ 

合 計 9971496(49.7)1349(35.0)1152(15.2) 

( ) %69市町村対

＊＊小計の％は事業に対する比率

＊＊＊合計の％は全事業に対する比率

▲全く市町村単独
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2. 50年度健診事業実施状況

母子衛生事業の概要を，さらに50年度実施状況から，

具体的に検討してみた．

その中から乳幼児健診についてのべる．

a.乳児健診

① 実施回数，受診回数（表3)

市町村年間実施回数と，被対象児の受診回数

をみると，出生数の多い市部は年間の実施回数が多

く，被対象児の受診回数は少ない．例えば，男鹿市は

年間56回の計画で乳児は2回（月令無関係）の機会で

あり． 秋田市は120回の計画で，乳児は 3カ月と 12カ

月の2回である．また年間実施回数 1回で．児の健診

機会も 1回だけが 5(7.2%)で．対象児が2~4回の

受診機会が得られるのが46(66.7%) となっている．

表3. 乳児健診実施回数 ， 受 診 回 数

~年市~間町¥村被、実＼対施象～回．名～数回～`＼数＼ 
被 対象者回数

1回 2回 I3回 4回 5回 6回 7回 I8回 9回 10回 I11回 I12回 I 計

1 ～ 6回 I 51 91 2[ 2 l i I I I I I I 
19 

7 ～ 12回 I 5| 91 8 叫 3 1I I I 1 1 I I 
30 

13 ～ 20回 l 5 1 I | ! : I ! 7 

21 ～ 30回 I
I 

1 3 
'. 

1 
I I 1 6 

31 ～ 40回 2 I 
I I I l l 4 

41 ～ 50回 1 
I 

: 

51 ～ 60回 1 
I I ! I 

61 以 上 I | 11 | I I | I I I ! 
計

I 
13 25| 噂 91 5 1 | I I I I 

1 
I 2¥ 69 

註． 男鹿市被対象者回数2~4回を2回とする 男鹿市実施回数 56回

鳥海村 ” 3~4回を 3回 II 秋田市 ／／ 120回

田代町 ” 2 ~ 3回を2回 // 

R健診月令

全月令を対象としているが25(36.2%), 3 

カ月が32(46.4%), 3カ月以外の特定月令を定めて

いるのが10(14.5%), 全月令とも特定月令ともいえ

ないのが2 (2.9%)である．

R 乳児健診に伴なう付帯事業

(i) フェニールケトソ尿検査

尿濾紙法を生後 1カ月の時点で行なうこと

とし，全市町村でとりあげている．

(ii) 股関節脱臼検疵

保健所事業として 1カ所（本荘保健所），
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市町村独自で2' 医療機関に依託して希望者のみが

9で，他は，健診にあわせ診察上のスクリーニング

が行なわれている．

(iii) くる病健診

くる病の発見を目的に腕関節X線撮影を実

施しているが2である．

(iv) 離乳食指導

全市町村で行なわれているが，市町村主体

17 (24.6%), 共催41(59.4%), 保健所主体11C 

15.9%)で，このうち，保健所栄養士の参加が56C 

81.2%)である．また離乳食を目的とした集団指導



は22(31.9%)で，他は乳児健診にあわせて行なっ

ている．

(v) 健康相談票，アンケートの利用

昭和36年来妊産婦，新生児，乳幼児健康相

談票を用い，母子一環の保健指導へと努力してい

る． 46年に大巾な改訂を行なうとともに4)' アンケ

ート設問用紙を作成し，健診効果を高めるべく実施

している．相談票は 1市を除き 13保健所 68市町村

で，アンケート用紙は全県で活用している．

(vi) 健診スクッフ（表4,図2, 3) 

5呻の本県乳児健診従事者は，延 1,036回

に対し延数にして，医師1,236名，保健婦5,052名，

助産婦611名，栄養士432名，事務その他2,036名で，

1回の乎均は， 医師l.2名， 保健婦4.9名， 助産婦

0.6名， 栄養士0.4名， その他2.0名となっている．

このうち市町村従事者は65.2％である．医師 l名に

対し乳児は 6名～80名で，医師の専門別では小児科

のみ参加市町村が15(21.7%), 内科小児科のみ14

(20.3%),その他の科のみが16(23.2%)で， 24

(34.8%) は小児科， その他の混合グルーブであ

る．参加医師実人員は小児科53名，内科小児科40名

その他の科98名となっている．

表4. 乳児，三才児健診従事者状況 健診回数酉戎唸誓闊 （
 

） ％ 

事項 ＿ ＼ 医 師 保健婦 助産婦 栄 養 士 註魯着 lその他 計

市 町 叫 861 5 4) 3,080 I 
611 I 

865 I 693 I 
6,110 

乳
(69.7 (61.o) (80.1) (72.5) (65.2) 

保 健 所 I
375 I 1,972 I I 

432 215 I 
(27誓5I 

3,257 
(30.3) (39.0) (19.9) (34,8) 

児
I 1,236 〔4〕 5,052 611 432 1,080 956 I 

9,367 
計 (100.0) 

市 町 叫 2 5 4) 697 
212 I 

i 

354 I 100 I 
1,365 

(0.5 (37.4) (63.6) (22.6) (37.3) 

才 保 健 所l40箕362〕 I, 167 176 203 342 I 
2,291 

(99.5) (62.6) (36,4) (77.4) (62.7) 

児

I 

娯 366〕| 1. 864 I 212 I 176 I 557 I 442 I 
3,656 

計 (100.0) 

合

一
回
の
健
診
従
事
者

乳

才
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―

-

t

児

児

二
1

-

n

I

I

-

）

］

 

o

l

 

7

.

 

3

1

 

［

［

 

1

2

 

4

.

 

6

1

 

，
 

ー

l. 2 

6,916 

4.9 

5.6 

823 

0.6 

0.6 

609 

0.4 

0.5 

1,636 

1.0 

1.7 

1,398 

0.9 

l. 3 

13,023 

〔）歯科医

- 107 -



％
 

,. 
100 n 

ー市町"

Eコ犀健隋

区三l(1, 0991‘•I l 

関上

輯
四

医

師
＿

05

50 

loo% 
”.5 IOO 100 

77 9 

E 匹 I991

図2. 健診従事者状況

1
3
l
l
l
l
3
1
2
2
ー

3
1
5
1
1
-

＇

謁

図3. 秋田県乳児健診医師従事者状況＜昭和50年度＞

(vii)通知方法

郵送個人通知による案内（アンケート同封

）が27(39.1%), 広報が10(14.5%), 両者併用

が32(46,4%)である．

b. 3オ児健康診査

対象児，年， 1回として，全市町村で集団健診

方式をとっている．従事者延数は表4の如く延330回

に対し医師1,641名， 保健婦1,864名， 助産婦212名，

栄養士176名，その他999名で，健診従事者の市町村担

当は37,3％で乳児と反対に保健所負担が大きい．

問題の子どもに対し，専門的な集団指導を行なって

いるところは2である．未受診者訪問把握，異常者の

専門機関への勧奨は，全市町村で自から行なう計画に

なっているが，事後管理は全く不十分である．

医師 1名に対する対象人員は， 15~107名で， すべ

ての市町村で歯科医を同時に依頼している．健診方法

は，すべての市町村でアソケート用紙を利用（東京都
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三オ児健診研究班作成）しており， 28(40.6%)の町

村で一次健診に三才児精神発達検査（仮称秋田方式）

を活用している．心理判定員が 3オ児健診に直接参加

は2となっている．

c. I, 2, 4, 5オ児健診

1オ児健診25, 2オ児健診37, 4オ児健診 6.

5オ児健診 3の町村で行なわれ，保健所から保健婦の

応援を得ているのは 8 (Iオ5, 2オ2, 4オ I)

で．そのほかは全く町村独自 (Iオ20, 2オ35, 4オ

5, 5オ3)で行なっている．

d. 3オ児以外の歯科健診

歯科健診を主目的に行なっているところが 3あ

り，そのうち2カ所でフッ索塗布をしている．また，

乳児健診 l，幼児健診(2才， 4才， 5オ）に24(34.8%)

の町村で健診にあわせて実施している．

3. 母子衛生事業アンケート

別紙アンケートについて市町村担当者（主として保健



婦）の解答状況から次の 3点についてのぺる． （麦5,

6) 

a.あなたの町でお母さん達が自主的に乳児健診を

うける割合は？

5年前との比較においては，担当者の交代などで多

少のちがいはあると思われるが， 60％以上は15(21.7 

％）と極めて少ない． 49年度，本県乳児集団健診受診

率は，平均88.7％であるが，これを自主的健診のみと

すると， 45年と同様に明らかに後退することは想像さ

れる．

表5. 母子衛生事業ア ン ケ ー ト

a. 自主的に医療機関の健診をうける割合

ヽ 事項％ 自主的に医療機関を うける 割合

年度
‘¥、

l ~10 1 11~20 I 21~40 I 41~60 I 61~ 80 | 81~ I不明

市村 50 年 I 12(17.4)1 8(11.6)1 15(21.7)¥ 

町数 45 年 I 7 (9.9)1 10(14. 1)¥ 24(33.8)1 

b.保健所とあなたの町の連けいは？

計画立案のみ相談5 (7.2%), 全面的（計画，立

案，技術）援助をうける39(56.5%),技術援助のみ

12 (17.4%),不明13(18.8%)である．この湯合の

技術援助は，主として，健診のための医師，保健婦，

栄養士の協力参加であることは45年と変りがない．不

明の13においても，計画表の上からは十分に保健所と

の関連を持っており，保健所への期待は， 45年に比し

てむしろ大きいと思われる．

b. 市町村と保健所の連けい

ロー事項 内 容

窪＼イ，嬰塁 I口，全面的Iハ，見術の1二，不明

闘150年 l 5(7.2)1 39(56.5)| 12(17.4)| 13(18.8) 

は45年 |3(4.2)|17(23.9) 49(69.o)| 2 (2.8) 

（） ％ 

C.市町村のスクッフについて

① 母子保健業務の所属課（係）

69 

市

町

村

内

訳

13(18.8)1 11(15.9)1 4 (5.8)1 6 (8,7) 

18(25.4)1 6 (8.5) 3 (4.2)1 3 (4.2) 

()  % 

表6. 母子衛生担当（者）の所属課（係）

衛生課犀生課1住民課1保健課1町民課

2¥ 41 10¥ 8| 8 

保険衛生課1保健衛生課1環境保健課1環境衛生課1厚生課

叫 91 2¥ 2I I 

健康課1市民課1福祉課l住民福祉課1衛生係

21 11 11 1 1 4 

保健係厚生係1厚生衛生係1厚生衛生課I

11 1 1 11 11 

① 保健婦，嘱託助産婦（函4)

全市町村に保健婦が採用されたが， 1名のと

ころがII(15.9%),最も多いのが秋田市の14名で，

2 ~3名が44(63.8%)となっている．

嘱託助産婦未設置が21(30.4%)で，この中には保

健婦 1名または 5名以上の無理をしているところが多

し‘•

声 |嘱託動●嶋 I

市町村母子担当課（係）は，衛生，厚生，民

生，福祉．保険，環境衛生等その市町村の判断や都合

により受持たされていな課（係）員も 1名～10数名

とまちまちであり，母子衛生のみ担当者として，業務

をきめられている者はなく，他の職種（例えば老人福

祉，国保，清掃業務．消防などと）兼務で，多いとこ

ろで20種以上にも及んでいる．また，一課（係）の職

員が多数の業務をその中で個人分担するのではなく．

たまたま．手のあいている者が行なうという形をとっ

ている市町村がほとんどである．ただ秋田市で乳児健

診業務のみの担当者が 1名いる．

u人一

999.“‘’ 

●●●●●I暉t
.....●● Uヽ≪

図4． 保健婦・嘱託助産婦
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皿考 案

以上69市町村の担当者ならびに13保健所母子担当者と

の面接とア｀ノケートによる実態調査から，健診業務をと

りあげ報告した．

以下主なる調査結果ならびに問題点について列記して

みたい．

A.前進のみられた点

(1). 45年調査では，すべての市町村で計画されている

事業は， 3オ児健診のみだったが，今回は，妊（産）婦

健診，乳児健診をはじめ，種々の付帯事項も加えて， 10

項目がとりあげられており，全県的に健診体制は徐々に

ととのってきている．特に行政的に力を入れてぎている

事業で，その変貌のスビードは早い．

(2)．健診事業の実施主体は，それぞれの事業により異

なるが，全体として市町村48.2%, 共催32.0%,保健所

19.8％である．法的に力の弱い事業でも身近に話合いの

必要な（例えば未受診者訪問，産後健診，幼児健診など

）事業は，市町村独自で行なう姿勢が出てきている．

(3).昭和36年より妊産婦，新生児，乳幼児健康相談票

を，さらに昭和46年よりアンケート用紙の併用を行なっ

ているが，全市町村に定着しつつある．

(4).昭和42年より 3オ児健診における精神発達検査（

仮称秋田方式）導入を試みたが， 28(40.6%)の市町村

で実施されている．

(5).健診体制，内容において，市町村の隔差は大き

ぃ．しかし，最もおくれているところでも，保健婦を採

用し，医師会，助産婦会の協力を得て乳幼児健診体制は

ほぽ出来てきた．

今回は，各市町村の具体的方法まではのべなかった

が，以上の，県内の華本的な姿勢をもとに， 51年よりは

モデル町ならびに各市町村の効果的方法の交流の上に意

義のある健診となすべくとり組んでいきたい．

曰．問題点

過去 3カ年のモデル町からの反省，すなわち大別して

(1)スタッフの問題，（2）医療機関との連けい，（3）事後管理

の不備は， 45年調査は，勿論，今回も依然として厚い壁

となっている．

(1).スタッフの訓練，充足

実態調査の成績で，健診は妊婦医療機関方式を除き，

市町村主体48.2％で行なわれているが，全く市町村単独

では，産後健診 4'乳児健診 5' 幼児健診63に乳児相談

20を加えても92(33.1%)で， 66.9％は何らかの形で保

健所への依存となる．延従事者の市町村分担をみると，

乳児健診65.2%, 3オ児健診37.3％である．そして，こ

れまでの人員補充のみならず，周産期保健指導，先天異

常，情緒障害など，問題解決へのニードは高まり，一

方，本9，しにおいても，母子地区組織活動も芽ぶきはじめ

た今日，地域ニードに対応していくことの出来る体制と

して，スタッフの訓練，充足は緊急の課題である．

(2).医療機関との連けい（地域医師との意志の疏通の

必要）

医療機関との連けいは， その日的，地域の実情によ

り，そのあり方は異なると思われる．今回の調査で，本

県の 0~3オの健診参加医は小児科53名，内科小児科40

名，その他98名である．また，神岡町の実態から 1町村

の妊婦，乳幼児の受診機関は，広いと考えられるところ

から，連けいの方法は，決して容易なものではないと思

われる．しかし，その緒として，まず，健診参加医と母

子保健についての意志の疏通を計り，順次具体的内容の

充実にもっていきたい．行政の役割の極めて大きい分野

である．

(3).事後管理の体制確立，市町村担当者の充足

実態調査で，乳児未受診者の把握が91.3％，異常者の継

続管理は75.4％の市町村で行なうたてまえとなっている

が，実際は，たまたま，発見された者について保健婦の

訪問が行なわれているのが現状である．スクッフの充実

（足），医療機関との連けいのシステム化により事後管

理は体制，内容がととのうと思うが，これを円滑にする

には，あわせて市町村担当者の問題がある．保健婦は，

一応全市町村に採用されたとはいえ，適正な充足ではな

く，事務職員も多くの業務をかかえての上の母子保健事

業の現状を，行政として， どう改善していくか，策を期

待してやまない．

w むすび

50年度秋田県市町村母子保健事業の実態より，健診事

業について， 45年と対比し，その改善のスビードをみる

とともに，今後のあり方について反省を行なった．
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対象 婚前の男女 妊
． 

NO I 2 3 4 5 6 

別表l． 昭和50年度 秋田県市町村母子衛生事業実態調査

A. 母子衛生の 概 要

産 婦 新生児 乳 児 幼 児

7 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

その他

33 34 35 36 37 38 39 40 

｀ 

婚 梅 新 母 母 妊 妊妊

＄産援.． 竿• 間 ＇ ． 産妊訪

it妊 家出 新低 未乳 フく 先 乳 乳 離 育 I 2 3 4 5 幼身
才3 異常 医妊産康健

←一 3 独

毒 子 子 婦 産婦 飯娠 朕南 生体 熟児 天児
児乳

障 療 婦相 乳幼岱診 精児才
自

管 健
二， る

性未 児 才 オオ オオ 児者
給．誤 の

前 血 婚 手 婦健 中中 児重 児健 児児 以に

理台 診
Jt 9し

股 受
栄

外対 付生新票
母

栄 康 毒髯 両 退 訪 児 訪 康
ヶ病 養 食

児 児児 児 児 相 ： 神 子
学 清 学 帳 卜 関診 のし

＾児 ア発 保
帳 受 養 症症 院 問 間

ーノ 健 節 者
支指

教健 霞健 健 健
教談 鮨継 乳・

トl 連検 交 強診 指l1! 指訪 指診 科続
事乳幼

健
作 診 連放

は査 診
検訪 事

健診 理管
の検 事

名 級在 級付 成 票 化査 査級問 絡問 導絡 導問 導査 査 問 給 導 室診 診 鯵 診診 室業 児 利用 査 業（数）

舟鹿角市 00  

゜
00 

゜
0 0  00  00  00  00  △ 0 △ 00  

゜ ゜
。00 0 0 (2) 

小坂 町 oo  00  00  oo  00  

゜
00 00  

゜
△ 0 

0・゜゜
00 00  00  0 (I) 

大大俯市 10 0 000  

゜
00 () 0 000  △ 0 0・ ゜ ゜

oo 0 (4) 
比 内町 0 0 000  00  00  0 0 0 0 00  △ 0 △ 

゜゚
oo  00  0 (2) 

位田代町 0 0 00  

゜
uo 0 00  00  △ 0 △ 

゜
し） 00  

鷹巣町 00  ooo  

゜
oo 00  ooo  △ 0 〇 △

゜ ゜゚
00 0 (J) 

鷹 森吉町〇 0 0  000  

゜
し） 00  000  △ 0 △ 

゜
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゜
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゜゚
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゜
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゜
Ou 00  00  

能能代市 00  000  00  00  00  ooo  △ 0 〇△

゜
00 oo  

山本 町 oo  00  00  uo  00  00  00  00  △ 0 △ 0 0 00  

゜゚
0 00  10 

琴 丘町

゜
ooo  

゜
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゜
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゜゚
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八 森町 IU 0 00  

゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
00 000  △ 0 0 △ 00  00  00  oo  010 00  0 0 0 (3) 

島鳥海村 oo  00  00  

゜
00 00  ooo  △ 0 〇△

゜
0 ooo  

角角俯町 00  ooo  

゜
oo oo  ooo  △ 0 △ 00  

゜
0 00  

中仙 町 00  ooo  00  00  00  000  △ 0 0 △ 

゜゚
00  

゜
u 

゜
IU (I) 

館田沢湖町 oo  ooo  00  00  ou  oo  00  △ 0 △ 00  00  00  (!) 

西木 村

゜
000  

゜
oo 00  000  △ 0 △ 

゜ ゜゚
0 0 

大曲 市 Q o 000  OU  00  00  u u u △ 0 ． 00 Q 。00  
大神岡町 oo  0 0 00  00  00  0 0 ooo  △ 0 〇△ 00  000  

゜゜
oo 00  (I) 

西仙北町 oo  ooo  

゜
oo oo  ooo  △ 0 △ 

゜
oo 

六郷 町

悶゚〇|0

'._)。
゜゚

00 ooo  △ 0 △ 。。 0 00  
協和町

Ig 00  

゜
oo oo  000  △ 0 ． ゚

゜
。00 

太 Ul町 00  

゜
oo oo  00  00  △ 0 △ 

゜
000  00  0 (2) 

南外村 00  ooo  00  oo  00  ooo  △ 0 0 ● 00  

゜
00 

曲仙北町

゜
o,こ〉 oo  

゜
00 0 0 ooo  △ 0 △ ooo  000  oo  0 0 (I) 

千畑 91 uo  000  

゜
oo oo  ooo  △ 0 0 • o 

゜
00 

゜
00 0 0 (2) 

仙南村 oo  000  

゜゚
u 0 000  △ ． 00 oo  00  

横 手市

゜
ooo  

゜゚
0 0 o oo  △ △ 

゜
00 

横増田町 00  Q 00  00  00  0 0 u oo  △ 0 〇△ Q Ou  o o  
乎鹿町 00  00  00  oo  00  00  oo  △ 0 

0・゚ ゜ ゜
。00 0 (I) 

雄物川町 00  00  00  ou  00  oo  ooo  △ 0 ． 0 0 u 00  0 (I) 
大森町 00  0 00  。00  oo  000  △ 0 〇△

゜ ゜
00 

手 ャ文字町 00  00  oo  0 0 00  oo  000  △ 0 0 ● 0 

゜
ooo  00  00  (4) 

山内村 oo  00  oo  

゜
oo 00  o oo  ． 0・000 

゜゚
00  

大雄~ t~J 0 0 000  

゜
00 00  () 0 0 △ 〇△

゜ ゜゚
00 

糾見雄稲勝Il歴l町"'It' i ゜
ooo  

゜
oo oo  0 00  △ 0 0 ● 00  

゜ ゜
00 0 (1) 

゜
ooo  oo  

000 0 
00  o oo  △ 0 0 ● 00  000  00  

() 0 000  

゜
00 0 00  △ 0 

0・0 0 00  00  0 0 (2) 
羽後町

゜
000  

゜
00 00  o oo  ． ． ゚

゜
00 

沢東1成配•J 00  00  oo  。() 0 o o 0 (_)〇 △ 0 ● 0 00  

゜゚゜
IU (2) 

皆瀬 1,tO 00  0'-.) u uo  00  o u o uo  △ 0 • oo  Inn 00  IU 0 

゜
00 

〔注〕 一印は、全市町村において実施されている項 ll 池 22●印は、先股脱を目的として健診している。△印は、一般の乳健にあわせて実誕している。

泊 25、●印は．離乳食指導を II的とした集l."指導を火施している。△印は、一般の保健指導に併せて実施している

池 36.ir：婦に対する医療給付は全巾町村行っていない。

池 37、▲印ぱ、男鹿市は独 (1のものを使用、＇
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B. 実 施 状 況

項 目 乳児健康診査 3 哀 児健，怜 乳児相談 離乳食指導

l
~ イロ保 市 年実施主体別 ！ 通 知 年 実 施 ｀ 、通知対 悶年実施 対 実施●栄贅士による指導

問回 数 回方法［。主体 •[ てし9； 昆ガ法 l r.:1 主体 主体〇保（数健字婦はにl99よ1数る）指導

健町 当丁 る冗頂 仄象,-
開 A E gィ 、 い、 べ 、 開A， B、C、のへ g開 AB、C、 AB，Cヽ ィ ，」、

所 村 催 市共保 i 係 月 > 参口｀広報催市共保； t 9) i I ロ、広報 t i 催市共保 市共保 乳食指導離を的た集と1し1施導実/ll 指をし 一？ 施互翡 加 I g て般し回町健 令 児＇‘屑＋広回町健 9、Ill十広 回町健 町健 いの併て

名名数村催所 別 数 二 も 渾 数 二も漉数 数 象 るせい

（回） 0h1)卿回（回） （回） （l§］） （名）、＊ （回村lni所 覧＊ （名） （回）村催所 村催所 保靡；；；令

魯鹿角市 24 6 二： どl 6 、 80 ,、 20 C H B ハ ：：111-1111 12~20 73 A 3~]2カ｝l A B  ● 
小坂町 6 30 イ 5 C A C イ ]'.,II WI 30～卯 C .グループ ● 

大大鮒市 39 --- 3_,,.......-3 「.--,g(i 25 イ 24 C B A イ 992 21 41 A • C 4~12カJi、 5カ月 A ~-1-'iル地区

館 比内町「□；：口i]jし-'F，［＇99 69 3 B A C c 170 57 20 A 2~12カJI B ● 
田 代町 伝！`逗 53 イ 2 B B A・ C イ 131 66 B ● 
鷹巣町 52 7 8 B B 387 55 C ● 

鷹森吉 町 ら／厄 24 イ 3 C B B' イ 152 51 12 A 6~7カ月 A C ● 

虹上•I 伽IiH 36 イ 2 B B B イ ：］ 31 B ● 巣 臣シ逗6 39 イ 3 C C B イ・-= 32 A C ●6 06  
32 イ 2 C A A イ 31 B ● 

，能山代本町直 レ紆 1べ 4 34 イ・ハ 15 C A B ,」 874 38 A B 0 

能 一豆――b―i しう百（内 ll9911以匁診を対象） •ll 3 C A B ,、 126 42 A B U 

琴丘町「6 I 5 2.,,.,-6 31 3 C A I了「 ハ ・106 35 6 A 全幽又対象＇！心フ忍 A ● 

：：：ノ井町 8 3 5 し／令 22 6 C A B ハ 199 33 12 A 2カ月児，希堕者 A C ● 5 0 3  

八 森町 6 I 5 2 ---6 30 " 2 C A B ~- 83 28 6 A 6~  7カ月 A ● 6 

八 竜町 12 12 ピl -• l9 イ 3 C A B イ 130 22 12 A 11~12カ月 A C ●謙．乳祖

代 藤里町 2 2 30 イ 2 C A 8 イ 73 37 24 A O~5カ月、6カ月～ A ● 12 

純浜村 4 4 2,,.,,. 26 '、 2 C A A " 66 33 C 口
五 五城［］町 12 7 _-_-_ - 5 ←~ジ2 ご/了丘／ -c -- - 37 イ 6 C A A イ 211 35 12 A /j 2tJ A C 

戸八郎潟9」 12 9 3 35 4 C A A 口 127 32 8 ● II 
城 6 3 3 _,,,,-6 39 3 C A B " 78 26 6 A 月別 A ● 6 

飯田川町 6 3 2 I ゑらc:::::::'肇• 35 イ 2 C A B イ 72 36 A ● 4 

井川町 12- ， ， 3 21 二 3 B A B 二 93 31 15 A Iオ児 B ●,‘；月咄12

11 大潟村 12 --3 らづ2 -29 ,、 3 C A B ハ 91 30 B ● 5 

は男鹿市 56 48 8ら／話 52 " 21 C C C 口 574 切 A C ●12 0 

若美町 12 12 4.---, 2 45 イ 5 B B A イ 125 25 C ● 

秋秋田市 120回 1／向［-二-呑 72 " 36 C C 口 4101 79 39 A 3カ月肋月以加児 B ● 12 

天土町 10 10 2~介〇 :l6 P 4 C B B " 214 54 A ● 12 

河辺町 12 12 :!,,:::ゴ~ 37 3 C C B ,、 131 44 A ~ 12 ● 
田 雄和町 12← l] 1し／2 ー- 42 3 C C C ,、 93 31 A C ● 0 

本荘巾 32 16 16 2_.,,,-16 I _,,--,6 50 イ・日 12 C C C 口．，、 546 46 63 A 2カ月以J: A • 4 ● 

本仁賀保町 24 12 12 全1::::::./C<2~レ/1ゴ;122 3 B A B ,、 181 60 A B ● 
金浦町 16 4 12 -----4 10 2 C A C 、、 66 33 7 A 月別及び希預者 A '9 2 

象潟町 36 24 12 も.,,-f4し,,.-'[2 Zl ,、 4 C C C ,、 198 50 II A 月 ~IJ A B 0 

岩城町 16 4 12.,,,.,,,.-4 1__....--(z 15 イ 2 B A A イ 57 29 4 A 4ー12カ月 A B ● 

大内町 14 2 12 1~2 l ------12 18 イ 3 C B B イ 140 47 4 A C ●3げ心

荘西 且町 24 12 12 も行彗彗2 ~s ,、 2 B B A ,、 88 44 12 A 全乳児 A B●汀： ● 

東由利町 16 4 12 1_,,-4 2 25 " 仁 i ll A B 73 37 4 A B ●むぷ ・
矢矢 島町 l2 】2 色,-"'fz " 4 C •— B B イ IOI お 12 A 2カIIm)1 9カ）I A 0 l2 

由利町 24 24 ·~ 9 口 5 四C A A イ 77 15 A 0 
島鳥 海村 12 12 3_..---12 38 イ 3 | c I I c A | | f '‘ - 間- t :l9 I C,  ● 

角角 館町 3 3し/3 36 ―' C. B A A 12 l□ ____l_ てif砿-・------L1-・ 『し9- C ● 中仙町 12 12 ら...--r2 16 , H-「K B 2t,― c ● 

田沢湖町 10 7 3 乞,-'JO 43 ,、 3 B B 8 □~| 7-「 A C ●9 01 
館西 木村 6 3 3 1......--頂 34 イ 3 -h A A 3() 口・ーニ A C ● 501 

大 曲市 7 7 し,4 72 " 7 C ll <[ 15 A び 6

大神 岡 町 8 8 4_,.,---,j 29 2 B A I」 B ● 8 

西仙北町 8 5 3 2 _.,,...--8 40 イ 4 H A C ―,h A C ロ―---|~
六郷町 12 9 3 5 ----i2 39 イ 2 B A C f l l!)1 (991 入―B ● 5 07  

協和町 4 3 I 2-4  44 2 B A ： ~ 9 ↓ • 19 A C● 4 

太田町 10 6 • 2_,..----;0 24 1 2 c A 11「9.i lH □i玉~t:DニトI屯万L 児 A B ●4 06  

南外村 4 3 I 2_,,--4 21 '、 2 c [ [  イ i ＊ !<l A O 4 0 仙北町 12 8 4 2/'f2 18 イ 2 c 「ー「＿ ］ 3] 別 A B ●5 07  
曲千 畑村 6 5 1 3~6 38 ,、 2 C [二＿―じ-01如-02、1 l ，＇｛l 婦乳幼児 A B O  2 0 

仙南村 5 3 2 2_,,......--s 43 ハ 2 B 8;-i ,13 B ● .,',1 --"/ 1 

横手市 8 8 レ／啄 67 イ 8 B イ 1i1)9 55 B 0 

横増田町 9 9 2-----------9 25 ,、 2 B ← __  ― 155 26 B 0 

乎鹿町 36 36 l~べ而 80 :l B イ 45 C ● 2 
雄物川町 6 6 2,/'l; 54 ,、 2 B 2i面2,1―45「＿計＿入― 99 ,l lJ A C・ 2 () 4 

大森町 6 6 5~ 79 イ I C A I A イ 107 107 B 0 

十文字町 6 6 1_,,--5 36 イ 5 B 「A B イ 216 62 12 A JI令!ii B ●4 02  

手山 内 村 24 24 13----'24 15 イ 2 C A A f 74 37 C ●O，べ 9

大雄村 12 12 6...-,12 38 イ 2 C A A ィ 89 45 : B 0 

約湯 沢市 20 20 2~づ(o 47 口 9 B A C " 617 _4_7_ A ● 8 ● 

稲川町 8 8 1/／で8 21 イ 4 B A C イ 159 ,10 A ● 8 

雄 勝町 6 6,.,,-,-;; 69 口 2 B A A 146 73 12 A 令乳児 B ● 12 ● 

羽 後町 12 12 1---12 22 ,、 5 B A B ,、 3()() 61) A • ll 

沢 東成瀬村 10 10 10.--- 45 ハ l C A B ,、 50 50 2 A ・1--.,.,'され1;M)人（［如 C • • 
皆瀬村 11 6 5 |と／了 22 1 I C A B イ 41 、II B い 2

庫〕 ＊有線放送．呼びかけ等．空欄は行っていないもの c

-112-



市

町

村

名

保

健

所

名

c. 従 事 者 状 況

乳 児 健 版 診 査 3 オ

市 町 村 保 飩 所

"’ 
町 村

総、：t
医保栄母そ小

総，，t
医歯医保助衛そ医傲医保助衛そ小

(I回当り）I 健産生の 健 狸 子 の
(1回当り）

健産生の

師科師婦婦 係 他 ， ， i 師婦士係他，，9 師科師婦婦係他

児 健

＾
 

•U.a 

保健所

9) |医 歯医 ： ： 母子 ： ） 

ut師科師婦士係他叶

鹿鹿角市 s22C23ll 2•1 I 1921 I 481 4813121 I 1201 241 241 12124ol 3ooos1 I I ◄ol I 201 I 001 201 2011001 201 I so1240 

角，／、坂町 60(IO) 12 6 6 24 6 18 6 6 36 75 (15) 10 10 5 25 5 5 --25 5 10 50 

大人9 1!11市 353(9) 59 59 39 216 39 294 288 (12) 48 48 48 24 144 24 240 

比内 町 75Cllll I I 211 I 71 SI 331 71 281 71 I I 421 3702~ I I 91 I 31 31 151 31 31 91 21 11 41 22 

館 rnft町 132(11 12 24 36 12 60! 12 12 96 24 (12 2 4 6 2 2 10 2 2 18 

鷹 煤町 214 (9) 70 70 24 72 24 24 144 91 (13 21 7 28 7 7 2B 7 7 7 63 
-'-- --・ ・・-・ --'-・-. -・,. ・--- ---,-,  ---

鷹森井町 108(9 6 24 36 6 48 12 !2 78 39 (13 6 6 12 3 3 12 3 3 3 27 

阿仁町 59 (9 6 6 12 24 6 23 6 35 24 (12 2 2 4 8 2 2 1(1 2 1.6, 

果合 1i町 102(8.5 6 23 11 40 6 36 6 14 62 36 (12 6 3 9 3 3 15 3 3 27 
-- - -

上小阿仁村 1s Cl3ll I I 12 I 6 I 6 I 6 I :in I 6 I 24 I , I 6 I 6 I 48 I 10 c • ~ I I I I I I I 2 I 2 I s I 2 I 21 2 I 10 

能代 市 434 (9 40 240 96. 3j6 8 50 _ 58 237て16 67 一面 97 23 ~弱 15 23 140 

能山本町 91 (7 9 39 13 13 74 4 13 17 30 (10 9 3 3 15 3 3 9 15 

琴丘町 51(&51 11 I 121 I 61 61251 sl 1sl 11 21 I 2,1 30(101 I I 61 I 31 31121 31 3. 91 I 31 '10 

二ノ井町 60々 5) 3 8 8 8 8 35 5 15「 5 25 68 (11 5 6 6 6 23 6 6, _21 6 6 45 
ー ・

氏―森町 54 (9) 1 6 6 6 6 25 5 18 6 -29 25 (12,5) 2 2 2 6 12 3 2 6 2 13 
- -

八危町 132(11)! I I 241 121 241 I 6ol 121 361 121 121 I 121 45(15ll I I 61 31 61 I 151 ,1 31 •I- 31 31 61 30 
- - -- - ・ - • -

代藤 ’I'町 12 c 6 lJ I I 4 I I I I 4 I 21 6 I I I I 0 I 20 <10ll I I • I 2 I I I 6 I 2 I 2 I 6 I 2 I 21 I 14 . 
峰訳 1寸 20cn I 141 14141121 41121 I I 116118(9)1 I 1 21 1212161  212161 121 112 

-- - .  ---
五城 l「町 108 (9) 7 24 12 12 55 5 24 12 12 53 63 (10,5) 12 6 18 6 6 23 6 4 45 五 ―----------- _ _ ____----- -
昭和町 119(10ll 91 I 241 131121101 <1BI 31 251 111 121 I 511 52(13)1 I I sl 51 41 41 211 41 41 161 I 41 31 31 

城＇通酒町 48 (8) 3 12ー百 6 27 -3 12, 6 -- 2l ― 面(]2) -6 3 2 3 14 3 3 12 3 21 
- - ,  -

飯田川町 54 < 9 11 3 I I 6 I 6 I 6 I 6 I 21 I 3 I 121 6 I 6 I I 21 I 24 C12ll I I 2 I 2 I I 2 I 6 I 2 I 2 I 10 I 2 I 2 I I 1s 
.. --J - -

目井川町 110001 91 I 221 341 121 I 111 31 11 91 121 I 411 3401ll I I 61 51 I I 111 3[ 31 11I I,1 al ・23 

大潟村 •1 c • ll • I I 12 I 12 I 12 I I,15 I sr,o ~（而 3 3 3 9 3 3 12 3 - 21 --- ,  
男男鹿市 581(IO) 48 363 1 60 471 8 90 | l2 110 165 (8) 21 21 21 21 96 4 2 144-

-,--...  ・- ・-,_ 
鹿若芙町 12.9 (IO りし 12 12 48 12 51'12 75 59 (12) l0 5 5 20 5 5 24 5 39 

- - --
秋 rn市 1258(10 268 640 230 113 120 126 588て16) -36 23 59 52 51 21(1 36 72 io8 529 

秋 X I：町 17 (8 10 20 -h 1 (7 - 20 10 ―万沿 52 (l7) 8 4 12 4 4 万0 4 8 - 40 
- -• - - -

1]] 河 辺町 8l (7) 12 21 12 45 21 12 3 36 36 (12) 6 3 9 3 3 l2 3 6 27 
ー・ •一―--

雄 和町 119(10)1 11 I I 24J I 241 121 111 11 s6I 11 I I I •sl 33C11ll I I "I I 6J I 121 31 sl 91 sl sl I 21 

本荘市 362oq 241 11221 401 321 12101 161 961 161 I 16[1,41110-rnjj~ 
本 t:烈保町 154 (6 12 34 12 12 70 12 48 12 12 84 28 (9) 8 3 3 14 3 3 7 --1 14 

金 1111 町 1soc•:1 41 I 1,1 •I 41 41341 121 681 121121 Til11~ 

象潟町 316(9:t 571 I 101 231 241 3412081 121 721 121 I 1211os1 32(8)1 I I I I I I I 41 41 131 3 ,I 41 32 

岩城町 170 (11 4 6 11 4 25 12 94 11 16 12 145 21 (105) 4 2 6 2 2 5 2 2 2 15 

大内町 133Cl.s1 21 I 101 31 21 I 2s1 121 001 121 121 1211os1 36C12JI I I •I 31 31 I 151 JI 31 121 31 l 21 
荘西 11 町 23l(!O)I 121 I 211 I 121 361 871 121 001 121 121 48(14~ 

東叫l町 62 (4) 4 20 , -T  I 38 12 9 1 1 1 24 13 (13) 2 1 1 4 2 2 3 1 1 9 

矢矢島町 9,cs_1t I I 121 I 241 I 361 121 361 121 I I eol •flllJI~ 
由利町 113 < 5 JI 24 I I 66 I I I I 90 I I 23 I I I I 23 I 47 c 9 ll 2 I 2 I 15 I I I 12 I 31 I 3 I 3 I 10 I I I 16 

品鳥海村 92 (8 22 9 12 43 12 25 12 49 33 (l l) 6 3 3 12 

角！角1!11町 l 21 (7 i | | 9 | | | | 9 l 叶 6| 3 | | | 12l 64 (E5I~ 15 | | 17 | | 32 1’ 
中仙 町 I 84 c 1,1 I _ I 24 I _L24~61~ Cll_)_L__J_ I 12 I I s I I 20 ! 

館日0沢湖町 l lll (II1 71 1到 ―「io| 1 86 1 3| 11 1 , 1 | 2| 2.sl 54 (18)I | | 121 | 12 | 1 24 1 

大］冒］□［□言［ロロ］［［］口；
-・]]―-f i」」]；［［口1 2l i : . -

横手市L _ so_<_1o)l___I4_l1_20 I 19 I 22 I I 75 I I 5 I I I I s I 91 o DI I I 20 I 19 I,2 I I 61 I II I 11 I 8 I I I I 30 
てエ工 ． ー． ・ 

- i| | 1 1 61 30(15)I I I 刈竺l •L l16l 針 4L 4 J l I I 14 

-- -—-—/||]]: ::::;1 | | :: I)] | ] | 5 1 :：：口！！ 2 l : 
L_l_ !_2! 50CIO)I [_ I 191 I 61 I 251 s1 51 s1 I 51 51 25 ・--
I I I I 14 <, ll I I 41 21 2 I I 0 I 2 I 2 I I I 21 I 6 

- 叫|]|―IJI□|1:ば|1 | 3:]--1:I悶―I叶訃訃鳳―ぃ：，： 5: 

1 | ̀ □[ | l; | 1 | 2 |1 3 | ||1  | 1[ l :l 1; ll i]| : l ] ] -: I : i : l i: 
1ぇ瀬:]|瓢|り| I~ ば 1 11万：I 」□I I :! | :I 以闊I-|― I :I ;I  II ―21 : I : f--:1--fh-t 1: 1: : 

241 2 

什ー＇一
午

6 

2 

3 

7 

るI了
3 

］ 
>

2 
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